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小学校別室登校児童への支援の在り方 

―支援内容の指標化と「教育相談シート」を活用した情報共有を通して― 

 

寺田 知弘 

 

１ 問題の所在 

(1)全国の状況 

文部科学省が行った「令和３年度児童生徒

の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に

関する調査」によると小中学校における不登

校者数は９年連続で増加している。特に小学

校での不登校児童の割合は、平成 28年に

0.5％だったものが令和３年には 1.3％に増加

している。令和３年文部科学省「不登校に関

する調査研究協力者会議」では、個々の児童

生徒の状況に応じた必要な支援や、スクール

カウンセラー、スクールソーシャルワーカ

ー、 関係機関との連携による教育相談体制

の充実を推進することや、未然防止と早期発

見・早期対応の取組や家庭・地域社会等の理

解を得て地域ぐるみで取組を推進することの

重要性が指摘されている。早期発見・早期対

応の観点での学校の取組として、不登校の初

期段階や学校復帰にあたっての緩やかなステ

ップとして別室での支援が考えられる。平成

28年文部科学省「不登校児童生徒への支援に

関する最終報告」では、不登校児童生徒の登

校に当たっての受入体制について「登校に当

たっては、保健室、相談室や学校図書館など

学校での居場所を作り、心の安定を図り、興

味関心に基づく学びを行いながら、その居場

所から徐々に学校生活になじませることも有

効である。」と述べている。子ども達それぞ

れに寄り添い、個に応じた対応を行うことが

各学校、教職員に求められている。 

(2)千葉市の状況 

令和３年度千葉市の不登校児童生徒数は

1290人である。そのうち小学校は 507人で、

在籍児童数との割合は 1.1％であり、平成 27

年と比べると 2.1倍と特に増加している。千

葉市教育委員会の施策「不登校対策パッケー

ジ」の中で、別室対応の重要性を課題として

挙げている。令和３年度千葉市独自調査によ

ると、校内教育支援センターや保健室などの

別室登校での指導・支援をした小学校は 115

校中 84校だった。空き教室などの別室で個

別に指導・支援した小学校数は 65校で、指

導を受けた児童数は 167人だった。そのうち

不登校児童(年間 30日以上欠席)の児童数は

83人だった。また、教室へ入れない児童が保

健室登校をし、教職員が指導・支援した人数

は 137人である。そのうち不登校児童数は 61

人だった。別室登校や保健室登校する児童の

指導・支援を担任が行っている小学校は 63

校、担任以外が 46校、教務主任が 54校、管

理職が 61校、養護教諭が 67校だった。各

校、様々な対応をとっており、学級担任制の

小学校において教室の担任以外での指導の体

制が整っているとは言い難い。 

(3)先行研究からの知見 

別室登校とは「不登校傾向の児童生徒が学

校に登校している間、定められた通常の教育

活動から離れて、常時もしくは特定の時間帯

に相談室や保健室などの校内の別室で個別も

しくは小集団で活動している状態」と京都府

教育センター別室登校報告書(2011)で定義さ

れている。本研究においても同様に別室登校

を定義する。 

別室での支援を充実させるために小泉ら

(2015)は、別室登校の児童生徒への指導に関

わる教職員間の情報共有が教職員の負担の軽

減に効果的であることを明らかにした。ま

た、奥澤ら(2018)は効果的な別室運営につい
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て、児童の支援についての情報の共有が生か

されることが大切であると述べている。そし

て 2020年、四日市市教育委員会研究調査報

告で、「自己目標設定シート」を活用して別

室登校生徒支援の方向性を職員で共有する研

究が行われている。さらに、小泉ら(2021)は

別室登校児童の教室復帰に向けた別室の機能

について「寄り添い機能」と「向き合い機

能」が重要であると述べている。「寄り添い

機能」とは、児童が安心できる居場所を形成

する教職員の働きと定義されている。一方、

「向き合い機能」とは学習支援や内面に迫る

関わりを通して児童の社会的自立に向けて教

職員が働きかけていくことと定義している。 

(4)対象校の状況 

対象校(千葉市Ａ小学校)は通常学級 12ク

ラス、特別支援学級２クラス、全校児童数

350名(令和４年４月)の中規模校である。令

和３年度の長期欠席児童は 10名であった。

原因は個々により様々であるが、増加傾向で

ある。別室登校児童は２名おり、それぞれの

問題を抱えているため保健室、教育相談室に

登校し別々に職員が支援を行っている。支援

にあたる職員は、教頭、養護教諭、授業のな

い時間の各学年の担任である。しかし、その

日、その時間の状況によって支援者が替わっ

て対応するため、計画的な支援を行うことは

難しい。また、それぞれの職員が各自の判断

で支援を行うため、支援内容も一貫性を欠く

ことがある。支援と一口に言っても様々な支

援があり、どのような支援をどのように対象

児童に提供していくのか、また、それをいか

に組織で共有して進めていくのかということ

は、大きな課題である。 

２ 研究の目的 

以上の問題を踏まえ別室担当者が具体的支

援内容を判断するための指標と組織内の情報

共有が必要だと考えた。そこで本研究では、

支援内容の指標化と「教育相談シート」を活

用した情報共有を通して、支援者個人によっ

て支援内容が揺れ動くことが少ない、組織的

な方向性をもった小学校別室登校支援につい

て考察する。 

３ 研究の方法 

(1)別室登校児童へ支援を行って支援内容と

児童の変容を記録する。効果のあった支

援を「寄り添い機能」と「向き合い機

能」に分類し、さらに細かく項目に分け

て指標としてまとめる。 

(2)「教育相談シート」を活用して別室登校

児童Ａについての情報を教職員で共有

し、事例をもとに考察する。 

(3)実践を通した成果と課題を踏まえて別室

登校児童支援のあり方を考察する。 

４ 倫理的配慮 

 プライバシーに関する事柄についての守秘

義務を守ることを対象児童、保護者、教職員

に周知し承諾を得た。事例に関しては個人が

特定されないよう配慮して記述する。 

５ 研究の実際 

(1)別室登校児童支援の事例から 

①対象児について 

別室登校児童Ａは小学校３年生女児であ

る。令和２年度４月に転入したが転入当初よ

り教室に入れず、現在も保健室登校を行って

いる。毎朝、登校後に保健室から教室に行

き、担任と一日の過ごし方の相談をして参加

する授業を決めている。ランドセルや荷物は

保健室に置き、休み時間等、基本的には生活

の拠点は保健室である。給食は教室で食べる

ことが多い。教室の友達とは良好な関係を築

いている。教科や学習の内容によって教室で

授業を受けるときもある。総合的な学習の時

間や図書の時間、理科の実験、体育の跳び

箱・マットの学習は学級の友達と一緒に授業

を受けることが多い。国語や算数、社会の学

習はプリントでの学習を選択することが多

い。音楽の学習は、令和２年度は参加してい

たが、令和３年度は参加していない。校外学

習などの行事には参加している。保健室で
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は、担任から受け取ったプリント等の課題を

自分で進めたり、折り紙をしたり絵を描いた

りして過ごしている。慣れていない友達や教

職員の前で必要以上に頑張るため、その後に

保健室内で気持ちが不安定になることもあ

る。主に養護教諭がＡの気持ちを受け止めつ

つ、程よい自分の表現の仕方について助言し

ているが、Ａの課題と捉え、他の教職員も支

援している。学習には気持ちが向かないこと

が多い。教科や単元によって未習の学習内容

があるため、Ａの学習保障をどのように行っ

ていくかということも課題の一つになってい

る。保護者と連絡を取りつつ、本人の意向を

尊重しながら支援を行っている。 

②経過 

令和４年６月から 12月の週１回、水曜日

に筆者が支援者として関わった。計 21回。 

時期 関わり方 

６月・

７月 

 

１回～

５回 

 

 

保健室での学習の「お手伝
い」という形で説明し基本的に
は同室での支援を行った。自習
でわからない箇所の学習補助や
学校生活についての相談にも乗
ることを伝えた。この時期はＡ
の普段の保健室での生活ペース
を尊重し支援者が主導して何か
を提案することはしなかった。
保健室での学習内容は養護教諭
が調整することが多かった。 

 

８月～

12月 

 

 

６回～

21回 

 

 

 支援者がいる水曜日は教室以
外の学習を学習室にて支援者と
共に行うようにＡに提案した。
保健室に具合の悪い他の児童が
来た場合に、お互いに気をつか
ってしまう不都合や、学習に集
中して取り組む機会を設ける必
要性を説明し、Ａの承諾を得
た。日や時間によっては、他学
年の教室に入れない児童が一緒
に学習を行うこともあった。支
援者が担任と養護教諭に水曜日
以外の学習の内容や進度を聞い
て、その日の学習内容をＡに提
案した。 

③関わりの分析 

ア 指標の分類 

効果があった体制や支援についてのエピソ

ードを記録し、「寄り添い機能」と「向き合

い機能」に分類し、さらに指標として各項目

に分けた。指標は児童の何に向けて働きかけ

ていくのか、その方向性を示している。その

結果、それぞれ５つの指標に具体化すること

ができた。先行研究を踏まえ本研究では「寄

り添い機能」を対象児童の心の状態をよくす

るための働きかけと定義し、表１の通り分類

した。また、「向き合い機能」を児童の社会

的自立に向けての教師の働きかけと定義し指

標は表２の通り分類した。 

表１ 寄り添い機能を働かせる方向性を具体化した指標とその根拠 

指標 根拠となるエピソード 

居場所づくり 保健室に登校し、参加できる授業はクラスで受けている。生活のベー
スを保健室に置くことでＡが安心して登校した。 

心の安定 学習することへの抵抗があったため、この時間の学習内容は本人に
任せ、学習中の雑談にも応じた。Ａは、母親の話や転校してきた時の話
などをし、支援者はその内容をうなずきながら聞いた。Ａは自分の話を
し、それが受け入れられたことで安心した様子だった。 

自己肯定感 保護者と面談した際、毎日「今日は〇時間、教室に行けたんだよ」と
学習記録ファイルを見せながら保護者に学校での話をしていることを
聞いた。本人の達成感、称賛を受ける機会の一つになっている。 

自己有用感 1年生の男児Ｂが教室に入れずにいたため、3人での学習を別室にて
行った。ＡがＢに平仮名の読み方をアドバイスしたり前向きな声を掛
けたりすることで、ＢがＡのことを頼りにする場面が見られた。 

意思の尊重 登校後、クラスに行き担任と一日の過ごし方の相談をするようにし
ている。どの学習をどこで行うかは本人が決めている。その日の状態に
よって、教室に行かないことも選択できることは本人の安心につなが
っている。 
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表２ 向き合い機能を働かせる方向性を具体化した指標とその根拠 

指標 根拠となるエピソード 

学習内容の充実 普段、保健室では自習を行っているが、教室での未習の内容を中心に
支援者が個別指導を行った。自分では選択しづらい内容の学習内容を
身に付けることができた。 

今後の見通し 学習記録ファイルに一日の予定や振り返りをＡが記入している。「今
日は３時間、クラスで授業を受けたから、がんばれた」というような学
校での過ごし方の具体的な目標につながっている。 

ルールやけじめ
の指導 

教室での生活時間通りに各校時のはじめと終わりに号令をかけた。
学校の生活リズムに近くすることで、各校時の学習にめりはりができ、
集中して取り組むことができた。 

他者との関わり 業間休みに支援者がＡをグラウンドに誘い、近くにいた他学年の児
童と共に鬼ごっこをして遊んだ。Ａは走ることが得意だったため、周り
の児童からも称賛を得ることができた。 

教室とのつなが
り 

教室で行っている総合的な学習の調べ学習の発表練習を別室にて行
った。実際にみんなの前では発表できなかったが、自信をもつことで、
教室での発表会に参加することができた。 

イ 両機能の同時活用 

支援を行っていく中で、「寄り添い機能」

と「向き合い機能」は同時に働かせている

ものだということも見えてきた。以下にエ

ピソードを示し、考察をする。（「 」はＡの

発言、〈 〉は支援者の発言） 

エピソード１ 
Ａが漢字のテストを担任から受け取

り、学習室にて取り組んだ。わからない
問題があり支援者にヒントを求めた。 
〈テストだから、先生が教えたところに
は印をつけるけどいい？〉 

「いやだ。私は完璧じゃないといやなの」 
〈でも、これは成績に入ってしまうから
教えられないよ、担任の先生に相談し
ておいで〉 

「それも、できない」 
〈そのまま提出して後で確かめるか、調
べることを先に担任の先生に伝える
か、どちらかを自分で選んでね。〉 

 このようなやり取りの後、Ａはそのま
ま提出し、採点を受けた。50 問中 44 問
の正答だった。担任からは、できている
問題についての称賛を受けた。 
後日、支援者が、Ａが勇気を出して提

出したことを称賛した。Ａにその時の気
持ちを聞いたところ 
「提出する時は、できてない問題を担任
の先生に見られるのがいやだったけど、
とても褒めてもらえたので、自分が思っ
たほどいやではなかった」と答えた。 

このエピソードでは、支援者は、「できな

い自分を人に見せても大丈夫だ」という経

験をＡにさせることで、他者との関わり方

を学ばせることができると考え、「向き合

う」指導を行うことにした。しかし、同時

に「寄り添う」ことも意識した。まず、前

提としてＡに対する支援者の関わり方のス

タンスである。あくまでも指導者ではなく

支援者として関わり、Ａの行動を制限しな

いようにしている。その上で支援者として

できることの可能な範囲での選択肢を与

え、本人の意思を尊重し、自分で決定でき

るようにした。また、Ａが決断した行為を

称賛することで、勇気を出して、できない

自分を見せたことがＡにとってよかったも

のとして捉えられるように支援した。 

学校では、よりよい社会的自立をさせる

ために、時に本人が望まないことも、指導

することがある。その際に、同時に本人の

気持ちに寄り添って支援・指導していくこ

とが必要だと考えられる。 

ウ 支援者の判断 

支援者は児童の状況を踏まえ「寄り添

い」「向き合い」の判断を常に行いながら対
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応している。エピソード２とエピソード３

を比較して考察する。 

エピソード２ 
学習することへの抵抗があったため、

この時間の学習内容は本人に任せ、学習
中の雑談にも応じた。Ａは、母親の話や
転校してきた時の話などをし、支援者は
その内容をうなずきながら聞いた。Ａは
自分の話をし、それが受け入れられたこ
とで安心した様子だった。 

 

エピソード３ 
 ５校時、支援者が学習室へ行くとＡが
床を雑巾で拭きながら「５校時は掃除が
したい」と言い出した。 
〈掃除は掃除の時間にやればいいよ、せ
っかくの時間だから勉強しよう〉 

「でも掃除がしたい」 
学習を行うことへの抵抗であると支援者
は感じたが、一旦は申し出を受け入れた。 
〈わかった。掃除をしながら少し話をし
よう〉 

一緒に床を拭きながら話をした。 
〈教室に行けないことは仕方ないこと。
それは別にＡさんが悪いことをしてい
るわけではないと思うよ。でも勉強は
Ａさんにとって必要なことだから、ど
こかではしなくてはいけないよ〉 

Ａは無言で掃除を続ける。 
 結局、５校時は学習室の床を二人で拭
き続けた。 

エピソード２では児童の要求をそのまま

受け入れて寄り添ったがエピソード３では、

要求を受け入れつつも、少し前に進ませるよ

うな話をした。児童の状態をみて支援者が

「ここまでは指導できる」と判断したからで

ある。実際の支援にあたってこのように支援

者は瞬間的に判断を求められる。そして、同

じ「勉強をやりたくない」ことへの対応でも

児童の状態によって支援内容は変化する。そ

の判断の根拠は児童の心の状態であった。 

④「別室登校児童への支援指標」の整理 

 このように、別室登校児童に対しての支

援内容は多岐に渡っている。また、支援の

実際の場面において、支援者が絶えず児童

の状態を確かめながら、どのような支援を

行うのか判断することが明らかになった。

そこで、支援者が支援内容を判断する際の

土台として図１に「別室登校児童への支援

指標」としてまとめた。

 

図１ 別室登校児童への支援指標 

支援者が児童の状態を心の安定が必要だ

と見立てた場合、寄り添い機能を多めに働

かせて支援を行う。反対に少し前に進めて

も大丈夫だと見立てることができれば向き

合い機能を多めに働かせていく。支援者は

このような判断基準のもと、支援内容を決

定していると考えることができる。 

(2)「教育相談シート」を活用した職員間の

情報共有 

これまで述べてきたように実際の別室登

校児童への支援内容は支援者の判断によっ

て最終的に決定される。では、支援の内容

や方向性が関わる支援者によって頻繁に変

わってよいものだろうか。現在小学校の体

制では、専属で別室支援を担当する職員を

配置することは難しい。対象児童に対し

て、ある程度の方向性をもった支援を組織

として行うために、情報共有をしっかりと

行い、対象児童の見立てや支援の方向性を

共通理解しておく必要があると考えた。そ

のため、「教育相談シート」を活用し職員間

で情報共有がしやすくなるよう試みた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心の安定が必要       ←  児童の状態  →     社会的自立に向かう 

寄り添い機能 

向き合い機能 
◇学習内容の充実 
◇今後の見通し 
◇ルールやけじめの指導 
◇他者との関わり 
◇教室とのつながり 

◇居場所づくり 
◇心の安定 
◇自己肯定感 
◇自己有用感 
◇意思の尊重 
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①「教育相談シート」について 

文部科学省が例示している教育支援シー

トを参考に、「教育相談シート」を作成し

た。図２の通り、６年間共通シートを様式

１として児童の基本情報と作成に至る経

緯、家族関係等を記入した。図３の通り、

学年別記録を様式２として、その学年での

短期目標と経過、見立てに関わる特記事項

について記入し、進級と共にファイルに綴

じた。また、ケース会議で話し合われた内

容をその都度、様式３として綴じた(図

４)。以上の資料を対象児童ごとの見開きフ

ァイルに綴じて保管・活用した。 

図２ 教育相談シート(６年間共通シート)

 

図３ 教育相談シート(学年別記録) 

 
図４ 教育相談シート(ケース会議等記録) 

②経過 

時期 校内での進捗 

令和４年 

８月 

～10月 

管理職、教育相談担当、養

護教諭、筆者で様式・運用

方法の検討。 

11月 

～12月 

担任、養護教諭、筆者でＡ

についての教育相談シート

の作成。 

令和５年

１月 

校内での運用方法を校内委

員会で周知し、他の児童に

ついてのシートの作成・活

用の開始。 

③Ａの支援に有効だった事例と考察 

エピソード４ 

教育相談シートをＡの担任が作成する

中で、昨年との違いに注目する場面があ

った。音楽の授業を昨年は受けていたが

今年は受けていない。リコーダーの学習

が３年から始まったことも一つの要因か

もしれないという仮説を養護教諭や他の

職員と共有した。自分ができないことを

人に見せることに大きな抵抗を示すＡに

対して、できることから課題を提示した

り、事前に自分で練習する場を設けたり

する手立てを他の学習でも取っていこう

という支援の方向性を共有することがで

きた。 

様式１ 

教育相談シート(6年間共通) 

作成日  令和 年 月 日 

名前 性別 入学年度 

   

〇学年別欠席日数等 

学年 1年 2年 3年 4年 5年 6年 

学級       

       

出席日数       

 別室登校       

登校以外の状況 

①教育支援センター等(     ) 

②オンラインによる授業参加 

③その他の機関等(     ) 

状況       

 

日数 

      

〇家族関係 

 

 

 

〇支援を継続する上での基本的な情報 

 

 

 

〇基本情報追加欄(年、月、日) 

 

特記事項 

様式２ 

教育相談シート(学年別記録) 

担任名     

〇現在の支援内容(令和 年 月 日現在) 

 

 

 

〇作成日以降の変化等 

 

 

 

 

〇具体的な指導・支援方針 

 目標(学習面・生活面) 経過(各期末に記入) 

前期  

 

 

後期  

 

 

〇次年度以降への引継ぎ事項(支援の参考となるエピソードを含め、多様な視点で記入) 

 

 

 

 

 

様式３ 

教育相談シート(ケース会議等記録) 

実施日 令和 年 月 日 

児童名 参加者 

 

 

 

〇児童の状況 

 

 

〇児童の意向 

 

 

〇保護者の意向 

 

 

〇アセスメント(児童の見立て) 

 

 

〇今後の対応・方針 
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エピソード４で示した通り、シートの作

成を通して、担任、養護教諭のＡに対する

見立てが深まった。また、作成の意義とし

ては、改めて該当児童についての状況を整

理したり今後のことを考えたりする一つの

きっかけになると考えることができる。 

課題としては、作成者の負担感があると

いうことが挙げられる。今後は各担任が中

心となって作成していくことが考えられる

が、他の業務を多く抱える中で新たな業務

が増えることはあまり歓迎されない。作成

することの意義や見立てを深めることの大

切さを伝えていくことで理解を得られるよ

うにしたい。 

(3)実践を踏まえての考察 

①別室担当者の役割 

 ６月から 12月、計 21回の支援の中で、

筆者はＡにとって今後必要だと思う力を設

定し、提供方法を考え、本人の状態を見て

提案・支援した。適切な判断ができるよ

う、今の本人の状態を常に見立てたり、保

護者の意向・家庭の様子を担任に確認した

り、自分のいない日の保健室の様子を養護

教諭に確認したり、学校全体としての支援

の方向性を管理職に確認したりした。この

ことから別室担当者は直接の支援者である

とともに、Ａに関する情報の調整者でもあ

るということができる。 

②見立てをもつことの重要性 

 支援を行う中でＡに対してどのように関

わるか、判断に迷う瞬間は無数に存在し

た。正解が見えづらい上に、相手や相手の

状況によって対応が 180度変わることもあ

るからである。これは別室登校児童に直接

関わる教職員にとって、おそらく常にある

問題だと思われる。そのように無数にある

判断場面で支援者が自身の行動を決定する

基準は二つあった。一つは、Ａに対して今

後何が必要なのかということ、そしてもう

一つは、Ａが今どのような状態なのかとい

うことである。それが明らかになっている

状態であれば、ある程度自信をもって行動

を選択し支援をすることができた。見立て

をもつことの大切さである。ただし、より

よく対象児童を見立てていくためには関わ

る様々な教職員の視点と専門的な見地から

のアドバイスが必要である。 

③支援指標を示すことの意義 

 「寄り添う」ことの難しさを感じる場面

もあった。Ａの心の状態をよくするため

に、褒めるのか、認めるのか、同調するの

か、あえて向き合うのかというように寄り

添い方も無数にある。指標をもとに相手の

どのような心の状態に働きかけていくもの

か意識すると対応を考えやすくなる場面も

あった。「向き合う」場面についても同様で

ある。今後もよりよい支援について検討し

ていく必要があるが、今回整理した指標を

基に議論が深まることを期待したい。 

(4)実践を通して見えてきた課題 

 管理職に本校での課題をヒアリングした

ところ、課題の一つとして、教職員の教育

相談への意識を向上させていくことを挙げ

ている。また、Ａへの支援を様々な教職員

と関わりながら行っていく際に、教育相談

への意識が各教職員によって様々であると

感じた。教職員が教育行政の主催する教育

相談に関する研修を受ける機会は多くある

が、関心の高くない教職員が新しく情報を

得る機会はあまりない。さらに、別室登校

児童の支援について扱った内容はあまり見

られない。 
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 現在、教育相談に関する校内での情報共

有等の対応は、管理職や教務主任、教育相

談担当等が中心となって行っている。個人

の裁量、認識によることが多い。場合によ

っては、担任が問題を抱え込んだり、他の

業務を優先したりする中で、悩みを抱える

児童への対応が遅くなることもある。主体

的に教育相談を推進する教職員がいれば、

さらに早期発見・早期対応することが可能

である。 

６ 研究のまとめ 

 本研究では、別室登校児童Ａへの支援を

通して、小学校別室登校児童への支援の在

り方について考察した。以下に成果と課題

をまとめる。 

(1)成果 

・「別室登校児童への支援指標」を整理する

ことにより、別室担当者に必要な働きが

わかった。今後の別室登校児童へのより

よい支援の検討・議論の見通しができ

た。 

・「教育相談シート」の作成を通して、作成

者の児童に対する見立てが深まった。ま

た、シートの共有を通して関わる職員の

児童理解が進んだ。 

(2)課題 

・「別室登校児童への支援指標」は個別の事

例をもとにした指標であるため、すべて

の支援を網羅したものではない。今後も

指標を基によりよい別室登校児童への支

援のあり方を検討していく必要がある。 

・「教育相談シート」作成の意義を職員に広

めていく必要がある。また、今後活用・

運用していく中で、工夫・改善していく

必要がある。 

・校内での教育相談についての対応を推進

していく役割を明確に位置付けることが

必要である。 

７ 提言 

 小学校別室登校支援の内容は別室担当者

個人に依存することが多い。別室登校児童

への適切な支援をしていくためには、校内

体制をさらに整備していく必要がある。そ

のため以下の３点を提言する。 

・校内の教職員の教育相談に関する意識を

向上させるために校内研修等を充実させ

たい。 

・「教育相談シート」を小学校校内だけでな

く、保護者や中学校とも連携していける

内容・活用方法を模索していきたい。 

・教育相談担当の役割を明確にしたり、教

育相談コーディネーターを校務分掌とし

て位置づけたりして、多くの教職員が協

働できる校内体制をさらに整備したい。 
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